
 

ホストシティ Tokyoプロジェクト推進本部設置要綱 

 

制 定 平成２９年６月２３日 

 ２９政調政第２６０号 

改 定 平成２９年８月 １日 

２９政調政第３７１号 

改 定 平成２９年１１月１４日 

２９政調政第６２５号 

改 定 平成３０年 ２月１５日 

２９政調政第８９３号 

改 定 平成３０年 ７月 ３日 

３０政調政第４１３号 

改 定 平成３１年 ４月 １日 

３０政調政第１０９７号 

 

（目的） 

第１条 東京 2020大会の成功及びそのレガシーを活用した大会後の東京の新たな魅力と 

 日本全体の更なる成長の獲得に向けて取り組む施策をホストシティ Tokyoプロジェクト 

 として展開するため、ホストシティ Tokyoプロジェクト推進本部（以下「推進本部」と 

 いう。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 推進本部は、次の事項を所掌する。 

 一 ホストシティ Tokyoプロジェクトの進行管理に関すること。 

 二 プロジェクトリーダーの設置に関すること。 

 三 前二号に掲げるもののほか、ホストシティ Tokyoプロジェクトの展開に関すること。 

 

（組織） 

第３条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 

２ 本部長は、副知事の職にある者をもって充てる。 

３ 副本部長は、政策企画局長、オリンピック・パラリンピック準備局長、産業労働局長 

 の職にある者をもって充てる。 

４ 本部員は、別表に定める者をもって充てる。 

５ 本部長は、必要があると認めるときには、本部員以外の者を推進本部に出席させるこ 

 とができる。 

 

 



（会議） 

第４条 本部長は、必要に応じて会議を招集し、これを主宰する。 

 

（事務局） 

第５条 推進本部の事務局は、政策企画局政策調整部政策調整課及びオリンピック・パラ

リンピック準備局計画推進部調整課とする。 

 

（雑則） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に必要な事項は、本部長が別に定 

 める。 

 

 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年６月２３日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年８月 １日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年１１月１４日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成３０年２月１５日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成３０年７月 ３日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成３１年４月 １日から施行する。 

 

 

別表（本部員） 

 

 政策企画局理事の職にある者 

 総務局次長の職にある者 

 生活文化局次長の職にある者 

 オリンピック・パラリンピック準備局次長の職にある者 

オリンピック・パラリンピック準備局理事の職にある者 

 都市整備局理事の職にある者 

 環境局次長の職にある者 

 福祉保健局次長の職にある者 



 産業労働局次長の職にある者 

 建設局道路監の職にある者 

 戦略政策情報推進本部理事の職にある者 

 教育庁次長の職にある者 


